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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
牽引装置であって、口腔内へ送達され得る圧迫された形状であることに適合でき、さらに
口腔内で圧迫が解かれた形状となって使用可能な作業領域を作ることに適合できる形状順
応性構造を有し、前記使用可能な作業領域は口腔内アクセシビリティ（接近性）の向上お
よび口腔内可視性の向上を提供するものである牽引装置。
【請求項２】
請求項１記載の装置において、前記順応性構造はフレームである牽引装置。
【請求項３】
請求項２記載の装置において、前記順応性構造は、さらに膜を有するものである牽引装置
。
【請求項４】
請求項１に記載の装置において、この装置はさらに、（ａ）光源、（ｂ）舌用リトラクタ
ー、（ｃ）少なくとも１つの排出構成部品、又は、（ｄ）前記装置を通して呼吸すること
を容易にする少なくとも１つのアパーチャ（開口部）有するものである牽引装置。
【請求項５】
請求項１記載の装置において、前記装置は１分間未満で装着することに適応できるもので
ある牽引装置。
【請求項６】
請求項１記載の装置において、前記装置は２０秒間未満で装着することに適応できるもの
である牽引装置。
【請求項７】
請求項４に記載の装置であって、前記舌用リトラクターがさらに舌を収容し、閉じこめる
ことに適応できるものである牽引装置。
【請求項８】
請求項７記載の装置において、前記舌用リトラクターは舌をどちらの歯列弓をも越えずに
反らせることに適応できるものである牽引装置。
【請求項９】



(2) JP 2010-540117 A5 2011.11.4

請求項１記載の装置において、前記装置は少なくとも１歯列弓の周囲軟組織を牽引するこ
とに適応できるものである牽引装置。
【請求項１０】
請求項１記載の装置において、前記装置は上顎歯列弓および下顎歯列弓の周囲軟組織を牽
引することに適応できるものである牽引装置。
【請求項１１】
請求項１に記載の装置において前記装置は口腔にある歯肉組織の少なくとも１部分を隔離
するのに適応できるものである牽引装置。
【請求項１２】
請求項１記載の装置において、スキャニングは少なくともデジタルスキャンニング、また
はオプティカルスキャニングの１つを有するものである牽引装置。
【請求項１３】
請求項１記載の装置において、前記装置は20秒間未満で両歯列弓を隔離することに適応で
きるものである牽引装置。
【請求項１４】
請求項１記載の装置において、前記装置は、歯牙表面へのアクセスを妨げずに配置するこ
とに適応でき、かつ、さらに患者に最大の快適さを提供することに適応できるものである
牽引装置。
【請求項１５】
口腔内組織を牽引する方法は、
　口腔内へ送達され得る圧迫された形状であることに適合でき、さらに口腔内で圧迫が解
かれた形状となって使用可能な作業領域を作ることに適合できる形状順応性構造を有し、
前記使用可能な作業領域は口腔内アクセシビリティの向上および口腔内可視性の向上を提
供する牽引装置を挿入するステップと、
　前記作業領域を作るために牽引装置を口腔内に配置するステップとを有する方法。
【請求項１６】
請求項１５記載の方法において、前記配置するステップは１分間未満で実施されるもので
ある方法。
【請求項１７】
請求項１５記載の方法において、前記配置するステップは２０秒間未満で実施されるもの
である方法。
【請求項１８】
口腔内組織を牽引するためのキットは、
　口腔内へ送達され得る圧迫された形状であることに適応でき、さらに圧迫が解かれた形
状となって使用可能な作業領域を口腔内に作ることに適応できる形状順応性構造を有し、
前記使用可能な作業領域は口腔内へのアクセシビリティの向上および口腔内の可視性の向
上を提供することを有するキット。
【請求項１９】
請求項１８に記載のキットにおいて、このキットはさらに、（ａ）舌用リトラクター、（
ｂ）照明リング、（ｃ）排出構成部品、（ｄ）フレームの上にぴったり合わせることに適
応できる膜、（ｅ）歯肉保護カバー、又は、（ｆ）口唇リングを有するものであるキット
。
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